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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
保持部と、
圧電素子とパネルとを備えるとともに、前記保持部に保持された状態で、
前記圧電素子が、耳珠と対耳珠とを結ぶ方向に沿って伸縮し、前記パネルは、前記耳珠と
前記対耳珠とを結ぶ方向に沿って振動して、
当該振動により、前記耳珠あるいは対耳珠のすくなくとも一方を振動させる振動部と、を
有する
音響機器。
【請求項２】
前記保持部は、一端部が対耳輪下脚の内側に当接し、且つ、他端部がユーザの耳の耳珠と
対耳珠との間の窪みに当接する
請求項１に記載の音響機器。
【請求項３】
前記振動部は、前記ユーザの耳の内側から、前記ユーザの耳珠に当接して、前記振動を耳
珠に伝達させる
請求項１または請求項２に記載の音響機器。
【請求項４】
前記振動部は、前記ユーザの耳の内側から、前記ユーザの対耳珠に当接して、前記振動を
対耳珠に伝達させる
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請求項１または請求項２に記載の音響機器。
【請求項５】
前記振動部は、前記耳珠と対耳珠とを結ぶ方向の一方側に向かって伸長する第１の圧電素
子と、前記耳珠と対耳珠とを結ぶ方向における前記一方側とは逆側の他方側に向かって伸
長する第２の圧電素子とを少なくとも備える
請求項１乃至４のいずれかに記載の音響機器。
【請求項６】
前記振動部が伸縮する方向と、前記保持部がユーザの耳に装着されたときに生じる保持部
の湾曲の方向とは異なる
請求項１乃至５のいずれかに記載の音響機器。
【請求項７】
前記保持部は、耳輪脚に対向する領域において、耳輪脚から離れる向きに湾曲する
請求項１乃至６のいずれかに記載の音響機器。
【請求項８】
当該音響機器自体により、外耳道が密閉されない
請求項１乃至７のいずれかに記載の音響機器。
【請求項９】
前記振動部により、前記ユーザの耳の内部で、外耳道放射音を発生させる
請求項１乃至８のいずれかに記載の音響機器。
【請求項１０】
前記振動部は、前記ユーザの耳に、０．１Ｎから３Ｎの力で押圧されている
請求項１乃至９のいずれかに記載の音響機器。
【請求項１１】
さらにマイク部を備える
請求項１乃至１０のいずれかに記載の音響機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イヤホンや補聴器等の音響機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のインナータイプのイヤホン等の音響機器は、外耳道内にスピーカのホーン部を挿
入させて保持する必要があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、インナータイプのイヤホンは、外耳道を閉鎖するように挿入するため、
外の音を遮断してしまうことがあり、装着時に音のこもりを生じてしまう。
【０００４】
　従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、こもりを生じにくい音
響機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の音響機器は、保持部と、圧電素子とパネルとを備えるとともに、保持部に保持
された状態で、圧電素子が、耳珠と対耳珠とを結ぶ方向に沿って伸縮し、パネルは、耳珠
と対耳珠とを結ぶ方向に沿って振動して、振動により、耳珠あるいは対耳珠のすくなくと
も一方を振動させる振動部と、を有する。
【０００６】
　また、本発明の音響機器は、保持部が、一端部が対耳輪下脚の内側に当接し、且つ、他
端部がユーザの耳の耳珠と対耳珠との間の窪みに当接してもよい。
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【０００７】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、前記ユーザの耳の内側から、前記ユーザ
の耳珠に当接して、前記振動を耳珠に伝達させる。
【０００８】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、前記ユーザの耳の内側から、前記ユーザ
の対耳珠に当接して、前記振動を対耳珠に伝達させる。
【０００９】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、耳珠と対耳珠との間に位置するように配
置される。
【００１０】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部が伸縮する方向と、前記保持部がユーザの耳
に装着されたときに生じる保持部の湾曲の方向とは異なる。
【００１１】
　また本発明に係る音響機器は、前記保持部は、耳輪脚に対向する領域において、耳輪脚
から離れる向きに湾曲する。
【００１２】
　また本発明に係る音響機器は、当該音響機器自体により、外耳道が密閉されない。
【００１３】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、前記ユーザの耳の外側から、前記ユーザ
の耳珠に当接して、前記振動を耳珠に伝達させることにより、音をユーザに聞かせる。
【００１４】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、前記ユーザの耳の外側から、前記ユーザ
の対耳珠に当接して、前記振動を対耳珠に伝達させることにより、音をユーザに聞かせる
。
【００１５】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部により、前記ユーザの耳の内部で、外耳道放
射音を発生させる。
【００１６】
　また本発明に係る音響機器は、前記振動部は、前記ユーザの耳に、０．１Ｎから３Ｎの
力で押圧されている。
【００１７】
　また本発明に係る音響機器は、さらにマイク部を備える。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明における音響機器によれば、こもりの少ない優れた音響機器を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る補聴器を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る補聴器の振動部の断面図である。
【図３】補聴器の外観を示す図である。
【図４】補聴器をユーザの耳に装着した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
（実施の形態）
　図１は本発明の一実施形態に係る音響機器１のブロック図である。音響機器１は、例え
ば補聴器１であって、振動部１０と、マイク部２０と、制御部３０と、音量調整インタフ
ェース部４０と、記憶部５０と、保持部６０とを備える。
【００２１】
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　大まかには、耳に保持される振動部１０、保持部６０と、筺体に配置されるマイク部２
０や制御部３０等の２つのパーツに分かれている。マイク部２０や制御部３０が配置され
た筺体は、例えば胸ポケットにいれて携帯されてもよく、或いは上腕部に別部材のゴムバ
ンド等によって保持されてもよい。
【００２２】
　振動部１０は、積層方向に伸縮する積層型の圧電素子１０１ｘ，ｙ，ｚと該圧電素子１
０１によって振動するパネル１０２ｘ，ｙとを備える。図２に、圧電素子１０１ｘ，ｙ，
ｚによりパネル１０２ｘ，ｙがＸ方向に振動する振動部の断面図を示す。振動部１０は、
少なくとも振動による気導音（外耳道内放射音）と人体振動音とをユーザに対して聞かせ
るとよい。外耳道内放射音とは、人体の振動に起因する空気の振動が外耳道を通って鼓膜
に伝わり、鼓膜が振動することによって利用者の聴覚神経に伝わる音である。人体振動音
とは、振動する物体に接触する利用者の体の一部（例えば外耳の軟骨）を介して利用者の
聴覚神経に伝わる音である。尚、パネル１０２の面積によっては、パネルの表面が空気を
叩いて音を発生させる、通常の気道音も発生させることもできる場合がある。
【００２３】
　圧電素子１０１ｘ,ｙ,ｚは、電気信号（電圧）を印加することで、構成材料の電気機械
結合係数に従い伸縮する素子である。これらの素子は、例えばセラミック製や水晶からな
るものが用いられる。圧電素子１０１は、数百枚のセラミック層と電極層とを交互に積層
した積層型の圧電素子であってよい。積層型の圧電素子は、例えばＰＺＴ（チタン酸ジル
コン酸鉛）からなる複数の誘電体層と、該複数の誘電体層間に配置された電極層との積層
構造体から構成される。積層型の圧電素子は、電気信号（電圧）が印加されると積層方向
に伸縮する。
【００２４】
　パネル１０２ｘ,ｙは、例えばガラス、またはアクリル等の合成樹脂により形成される
。好適にはパネル１０２の形状は板状であり、以下パネル１０２の形状が板状であるもの
として説明する。
【００２５】
　マイク部２０は音源からの音、具体的にはユーザの耳に到来した音を集音する。
【００２６】
　制御部３０は、補聴器１に係る各種制御を行う。制御部３０は、圧電素子１０１に所定
の電気信号（音信号に応じた電圧）を印加する。具体的には制御部３０において、マイク
部２０で集音した音信号を、アナログデジタル変換部３１がデジタル信号に変換する。そ
して信号処理部３２は、音量調整インタフェース部４０による音量に係る情報及び記憶部
５０に格納された情報に基づき、振動部１０を駆動するデジタル信号を出力する。デジタ
ルアナログ変換部３３は当該デジタル信号をアナログの電気信号に変換し、圧電アンプ３
４により増幅処理をして電気信号を圧電素子１０１に印加する。
【００２７】
　制御部３０が圧電素子１０１に対して印加する電圧は、±１５Ｖや±３０Ｖであってよ
い。もちろん必要な電源を有していてもよい。
【００２８】
　これにより、パネル１０２に十分な振動を発生させ、利用者の体の一部を介する人体振
動音を発生させることができる。なお、どの程度の印加電圧を用いるかは、圧電素子１０
１の性能に応じて適宜調整可能である。制御部３０が圧電素子１０１に電気信号を印加す
ると、圧電素子１０１はＸ方向に伸縮する。
【００２９】
　圧電素子１０１のＸ方向の伸縮にあわせて、パネル１０２ｘとパネル１０２ｙとは、Ｘ
方向に沿って互いに逆方向に移動する。結果として、パネル１０２ｘが耳の一方側に当接
し、パネル１０２ｙが耳の他方側に当接して、振動を伝達させる。尚、ここでは、パネル
１０２ｘが耳珠の裏側の外耳道内壁部に当接し、パネル１０２ｙが対耳珠の裏側に接する
様子を示しているが、これに限られない。例えば、耳珠の裏側の外耳道内壁だけに当接し
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て振動を伝達するようにしてもよい。或いは、対耳珠の裏側だけに当接して振動を伝達す
るようにしてもよい。また、当接する箇所も耳珠や対耳珠の裏側に限られない。耳甲介や
対耳輪等でもよい。
【００３０】
　本実施例では、３つの圧電素子１０１ｘ，ｙ，ｚを用いている。そして、それぞれの圧
電素子１０１ｘ，ｙ，ｚは、剛体部１０３に取り付けられている。剛体部１０３は、例え
ばＳＵＳやチタン等の金属からなり、耳にパネル１０２が当接した状態においても、圧電
素子１０１の伸長に対して自身が変形しない程度の十分な剛性を有するものが好ましい。
【００３１】
　圧電素子１０１ｘ、１０１ｚについては、図２におけるＸ１方向に向かって伸長可能な
ように、それぞれのＸ２方向側の端部を剛体部１０３に対して接着剤等により固定し、Ｘ
１方向側の端部をパネル１０２ｘに対して接着剤等により固定している。また、圧電素子
１０１ｙについては、圧電素子１０１ｘ，１０１ｚの伸長に同期して、図２のＸ２方向に
向かって伸長可能なように、Ｘ１方向側の端部を接着剤等により剛体部１０３に対して固
定し、Ｘ２方向側の端部をパネル１０２ｙに対して接着剤等により固定している。これに
より、圧電素子１０１ｘ，１０１ｚと圧電素子１０１ｙとが、逆側に向かって同時に伸長
するために、全体として、圧電素子それぞれの伸長幅以上に、パネル間の移動幅を増大さ
せることができる。尚、固定方法は接着剤に限らないが、接着剤を用いる場合は、圧電素
子の伸長を、パネルに直接的に伝達させるためにできるだけ硬い、例えばエポキシ系やア
クリル系の接着剤を用いることがよい。
【００３２】
　パネル１０２ｘとパネル１０２ｙとの間は、圧電素子１０１のほかに、圧電素子１０１
の周囲を取り囲み、周壁をなす周壁部１０４が設けられている。周壁部１０４は、圧電素
子１０１や剛体部１０３等の配置箇所と外部空間とを遮断して、耳垢やほこり、水分等の
侵入を防ぐことを目的としている。例えばゴム材を管状にしたものや布、或いはゴアテッ
クス等の防水性をかねたものでもよく、或いは、アクリル樹脂製の成型品でもよい。尚、
圧電素子の伸長やパネルの移動をできる限り阻害しないように柔らかい素材から構成され
るか、伸長に対して追従するように、襞状を呈しているものがよい。
【００３３】
　以上説明したように、本発明の一実施形態に係る補聴器１では、マイク部２０が、音源
からの音を集音し、振動部１０が、マイク部２０が集音した音を、パネル１０２を振動さ
せることにより、ユーザに聞かせる。パネル１０２が振動するため、パネル１０２は、外
耳道内放射音を含む気導音を発生させるとともに、利用者が耳珠を接触させた場合、耳珠
を介する人体振動音を発生させる。好適にはパネル１０２が耳珠や対耳珠に当接するとよ
い。このようにすることで、パネル１０２の振動を効率よく耳珠や対耳珠に伝達すること
ができる。
【００３４】
　図３は、本発明の一実施形態に係る補聴器１の構成を示す概略図である。図３に示すよ
うに、振動部１０と、保持部６０とからなる。そして、振動部１０は、圧電素子１０１と
パネル１０２とを備える。振動部１０は、厚み（Ｙ方向）が２ｍｍから１０ｍｍ程度、長
さ（Ｚ方向）が１ｃｍから２ｃｍ程度、幅（Ｘ方向）が０．８ｃｍから２．２ｃｍ程度で
構成されている。このようなサイズによって、ユーザの耳の耳珠と対耳珠との間に、適切
に装着させることができる。
【００３５】
　また、振動部１０の一部から、圧電素子１０１に電力を供給するリード線１０５が引き
出され、制御部３０に接続されている。リード線の先端は、補聴器用途以外にも適用可能
なように、規格化された形状を有するコネクタジャック１０５ｘとしてもよく、これによ
り種々の電子機器に接続可能なようにしてもよい。
【００３６】
　振動部１０は、概ねＺ方向に沿った長尺状の板部材からなる保持部６０に取り付けられ
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ている。保持部６０は一方端部から所定の位置に、板の主面から盛り上がるように湾曲（
Ｙ方向に向かって湾曲）した湾曲部６０Ａを有する。そして、湾曲部６０Ａから、板状を
なす板状部６０Ｂが、他方側端部に向かって（Ｚ方向に沿って）延在している。
【００３７】
　保持部６０は、例えばアクリル等の樹脂成型品により容易に作製することができる。保
持部６０は、長手方向（Ｚ方向）の長さが概ね２．６ｃｍから３．５ｃｍ程度である。ま
た、幅（Ｘ方向）、厚み（Ｙ方向）はユーザの耳に保持される際に、長時間の使用におい
ても痛みを伴わないように、且つユーザの耳を適度に押圧して補聴器自体を保持できるよ
うに、十分な幅と厚み、例えば幅（Ｘ方向）は、４ｍｍから１２ｍｍ、厚みは１．５ｍｍ
から２．５ｍｍ程度を有しているとよい。尚、本実施例では、制御部３０やマイク部２０
は別部材となっているため、ここでは、振動部１０と保持部６０自体とが保持できるよう
にすればよい。
【００３８】
　さらに、板状部６０Ｂの主面には、Ｘ方向及びＺ方向に沿って振動部１０が取り付けら
れている。振動部１０の保持部６０への取り付けは、例えば振動部１０の周壁部１０４と
、保持部６０とを接着剤を介して貼りつけてもよい。尚、周壁部１０４のうち、板状部６
０Ｂと接合される側は、保持状態を良好にするために、部分的に硬い素材を用いてもよい
。或いは、剛体部１０３の一部を周壁部１０４から露出させて、剛体部１０３を保持部６
０に直に接合させてもよい。或いは、剛体部１０３の一部を周壁部１０４から露出させて
、剛体部１０３を保持部６０に部分的に埋入してもよい。これにより、例えば、耳珠側だ
けが当接して振動を伝達させるタイプにおいても、振動部１０の振動を逃がさないように
、保持部６０が振動部１０を保持できる。従って、振動の伝達効率が向上する。
【００３９】
　図４に示すように、本実施例に係る補聴器１は、振動部１０をユーザの耳の内側から、
ユーザの耳珠や対耳珠に当接させ、振動を耳珠や対耳珠に伝達させることにより音をユー
ザに聞かせる。ここで振動部１０を「ユーザの耳の内側から、ユーザの耳珠や対耳珠に当
接させ」るとは、耳の内部に振動部１０を配置させた時に、外耳道入り口付近から耳珠や
対耳珠に当接させることをいう。図４に示す例では、振動部１０をユーザの耳の内側から
ユーザの耳珠に当接させている。
【００４０】
　好適には振動部１０は、ユーザの耳に０．１Ｎから３Ｎの力で押圧される。振動部１０
が０．１Ｎから３Ｎの範囲で押圧される場合、振動部１０による振動が耳に十分伝達され
る。また押圧が３Ｎ未満の小さい力であれば、補聴器１を長時間装着してもユーザの疲労
感は少なく、装着時の快適性を維持することができる。
【００４１】
　また図４に示すように、本発明の補聴器１は、振動部１０及び押付部材１１により外耳
道が密閉されていない。このため本発明の補聴器１は、こもり感が生じず、装着時の快適
性を維持することができる。
【００４２】
　本実施例に係る補聴器１は、保持部６０のＺ方向の一方端部が、ユーザの耳の対耳輪下
脚の裏側に入り込んで、耳の内側に突き当てられる。また、保持部６０のＺ方向の他方側
端部が耳珠と対耳珠の間を抜けてユーザの耳の下端部に突き当てられる。これにより、長
手方向（Ｚ方向）に応力がかかった状態で耳に引っ掛かることとなり、保持部として機能
する。
【００４３】
　保持部６０は、ユーザの耳に装着されたときに、保持部６０に対して生じる応力によっ
て、その主面が図３のＹ方向に向かって湾曲することが考えられる。ところで、圧電素子
１０１の伸縮によって生じるパネル１０２の移動の向きはＸ方向であり、上述した保持部
６０の湾曲の向きとは異なる。そしてパネル１０２を移動させようとする圧電素子１０１
の変形による応力は、保持部６０のＸ方向に沿った力であることから、例えばパネル１０
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２の移動により保持部６０がＹ方向に向かって突出するように湾曲してしまい、伝達のエ
ネルギーが散逸してしまうことが生じにくい。これにより、振動の伝達効率が低下しにく
い補聴器等の音響機器を提供できる。
【００４４】
　上述のように保持されることで、振動部１０のパネル１０２は、ユーザの耳珠に対して
耳の内側から当接することとなる。そして、耳珠に対してパネル１０２が湾曲して振動す
ることにより、耳珠を中心としたユーザの耳の組織に対して振動を伝達させることができ
る。
【００４５】
　また、保持部の湾曲部６０Ａは、保持部６０がユーザの耳の耳輪脚を過度に押圧しない
ように、或いは、耳輪脚に当接することをできる限り避けるように、耳輪脚のふくらみに
対向する部位が湾曲している。このような構造は、長時間の装用に対して有効である。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、音響機器が補聴器１である例を示したが、これに限られない
。例えば音響機器はヘッドホンやイヤホンであってもよく、この場合、周囲音を収集する
ためのマイク部２０は備えなくてもよい。またこの場合、音響機器の内部メモリに記憶さ
れた音楽データに基づく音や、外部サーバ等に記憶されている音楽データに基づく音がネ
ットワークを介して音響機器により再生されるようにしてもよい。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、振動部１０をユーザの耳の内側から、前記ユーザの耳珠に当
接させ、振動を耳珠に伝達させることにより、音をユーザに聞かせる例を示したがこれに
限られない。例えば、振動部１０をユーザの耳の内側から、前記ユーザの対耳珠に当接し
て振動を対耳珠に伝達させることにより、音をユーザに聞かせてもよい。また振動部１０
をユーザの耳の外側から、前記ユーザの耳珠や対耳珠に当接して、振動を耳珠や対耳珠に
伝達させることにより、音をユーザに聞かせてもよい。なお「ユーザの耳の外側から、ユ
ーザの耳珠や対耳珠に当接させ」るとは、振動部１０の一部を外耳道外に位置させて、凡
そ頬やこめかみと平行にして、耳珠や対耳珠に当接させることをいう。
【００４８】
　また、上述では、振動部を保持部の主面に接合する例を示したが、保持部の一部に厚み
を持たせたうえで孔を開けて、当該孔の内部に振動部を配置するようにしてもよい。
【００４９】
　或いは、上述した実施例では、振動伝達により音を聞かせる音響機器について説明した
が、振動部とともに、気道音を発する気道音発生部を、保持部に保持させてもよい。この
場合であっても、保持構造が外耳道を塞がないため、こもり感が生じにくい。
【００５０】
　或いは、上述では、マイク部２０を別体の筺体に配置したが、例えば保持部６０に配置
してもよい。この場合、耳に近い位置にマイク部があるため、ユーザが耳で聞く音に近い
音を聞くことができる。その場合、従来周知のハウリング防止技術が併用されるとよい。
【００５１】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易である。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含
まれる。例えば、本明細書の中で開示された各手段、各部材等に含まれる機能等は論理的
に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段や部材等を１つに組み合わせたり、或
いは分割したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　音響機器（補聴器）
　１０　振動部
　２０　マイク部
　３０　制御部
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　３１　アナログデジタル変換部
　３２　信号処理部
　３３　デジタルアナログ変換部
　３４　圧電アンプ
　４０　音量調整インタフェース部
　５０　記憶部
　６０　保持部
　１０１ｘ，ｙ，ｚ　圧電素子
　１０２ｘ，ｙ　パネル
　１０３　剛体部
　１０４　周壁部
　１０５　リード線
　１０５ｘ　コネクタジャック

【図１】 【図２】

【図３】
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